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令和８年度における水田活用の促進および令和８年産米の生産目標（生産の目安）

について

令和７年１１月

滋賀県農業再生協議会

国は、これまで米の需給および価格の安定を図るため、米の需給の見通しを策定し、

生産調整の円滑な推進を行ってきましたが、令和５年、６年と、それまで減少トレンド

であった米の需要がインバウンド等の影響で増加に転じたこと、および、精米歩留ま

りの低下により供給が減少したことなどにより、生産量が需要量に対して不足し、令

和の米騒動と呼ばれる米価高騰を招いたとしています。

その後、令和７年産米の生産実績や令和８年６月末の民間在庫量が増える見通しと

なり、10 月末の食料・農業・農村政策審議会食糧部会では、需要に応じた生産量とし

て令和８年産主食用米生産量 711 万トンが示されました。

一方、国では令和９年度から水田政策を根本的に見直し、「水田を対象として支援す

る水田活用の直接支払交付金を作物ごとの生産性向上等への支援へと転換する」とし

ており、現時点では、どのような見直しが行われるか不透明な状況です。

本県では、これまで、平成 30年産から始まった「新たな米政策」のもと、主食用米

をはじめ麦・大豆、非主食用米、高収益作物等について、需要の確保とともに契約に基

づく生産と安定供給を推進してきました。

今後も、農地の生産力を最大限引き出すとともに、マーケットインや適地適作の視

点に立ち、主食用米だけでなく、麦・大豆、非主食用米、高収益作物等について、経営

のリスク分散や農業者の所得向上が実現できる作付割合や栽培品目・導入技術等を市

町農業再生協議会および関係機関・団体が提案し、農業者自らが考え実践する生産体

制づくりを進めます。

１．主食用米の安定生産

主食用米の需給動向の変化も踏まえつつ、水田農業を基幹とする本県農業の持続

的な発展に向け、関係機関・団体が事前契約（播種前契約、複数年契約等）とその

履行を着実に進め、実需者等が求める主食用米の数量をしっかりと生産、供給する

ことにより、産地として信頼される需給関係の構築に努めます。

また、近江米振興協会で、今年度策定が進められている「近江米生産・流通ビジ

ョン」に基づき、多様化する消費者ニーズに対応し、滋賀県産米（以下「近江米」

という。）の生産振興を図り、必要とされる数量を確実に生産・供給することで、

全国に占める近江米の需要量シェア※の維持・向上および農業者の所得の確保に向け

た取組を進めます。

※現在策定中の滋賀県農業・水産業基本計画の計画案では全国の主食用米需要量に占める近江米の

シェアを現状の 2.11％(直近５中３平均)を令和 12年度に 2.30％とする目標が示されています。
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２．需要に応じた麦・大豆等の作付の継続と生産性の向上

麦・大豆は、本県水田農業の基幹作物であり、実需者との信頼関係を築きながら  

作付拡大を進め、面積は麦で全国６位、大豆で全国５位の主産地となっている状況

にあり、米の状況に応じて極端に面積を変動するようなことはせず、今後とも実需

者から信頼される産地として、需要に応じた生産を継続していくことが大切です。

（１）麦類

麦については、小麦「びわほなみ」、小粒大麦「ファイバースノウ」等実需者の

評価に沿った品種の導入を進めてきたところであり、令和７年７月に開催された

「令和７年度滋賀県麦民間流通地方連絡協議会」により販売予定数量および購入希

望数量の合意が図られ、相対契約も締結されたことを踏まえ、播種前契約数量に基

づく面積の確実な作付けを進めます。

その際、米価高騰等により麦の作付を大きく減らすと産地としての信用が失墜

し、その後、再び麦の増産に転じた際の販売が困難となることがないよう留意が必

要です。

また、作付けにあたっては、生産性の向上と品質改善が図られるよう、集落によ

る農地利用調整を基にブロックローテーションでの栽培ほ場の団地化はもちろんの

こと、排水対策や基本技術（土づくり、適期播種、適期防除、雑草対策、適期収穫

等）、品種に応じた栽培管理を徹底するよう推進します。

（２）大豆

大豆は、播種時期の気象条件により生産が不安定になりやすいことから、麦あと

をはじめ単作であっても団地化を図るとともに、大雨等にも対応できるよう排水対

策の徹底や的確な作業判断、基本技術（土づくり、適期播種、適期防除等）の励行

を推進します。

（３）その他

麦あと水田については、大豆の他、ソバや野菜等の作付けによる高度利用を進

め、水田の有効活用による所得向上が図られるよう推進します。

  

３．野菜等の高収益作物の作付推進

都市近郊で消費地に近い立地条件や担い手による水田農業経営の展開等、本県の特

徴を活かしつつ、需要の変化を注視しながら、実需者との結び付きの中で、野菜や果

樹、花き等高収益が期待できる園芸作物の生産拡大を進めます。
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４．耕畜連携による飼料作物の増産  

国際情勢等の変化により飼料価格の高止まりが続く中、本県での水田フル活用や

畜産経営の安定化、低コスト化を図るため、水田を活用した飼料作物の生産拡大を

進めるとともに耕畜連携を基本に、耕種農家によるＷＣＳ用稲をはじめとする粗飼

料等の作付を進めます。

５．非主食用米の取組推進と不作付地の解消等

非主食用米については、水田の有効利用を図るための重要な品目と位置づけ、調

整水田や保全管理等の不作付地、麦・大豆等の栽培が適さない地域において、加工

用米や輸出用米、飼料用米等の需要量や特性を踏まえた作付けを推進し、不作付地

の解消や発生防止に努めるものとします。

６．地域の話し合いに基づく水田活用の再構築

  本県の水田農業は、主食用米を基幹とし、ブロックローテーションによる麦・大

豆の集団栽培や、「世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策」等の集落共同活動の

取組により発展してきました。しかし、担い手への農地集積に伴う農家数の減少

や、コロナ禍を契機に話し合う場面が、復活しない状態が続いている等、集落の合

意形成機能が減退しつつある中、地域の実情に応じ、地域計画をベースに、より広

域で地域農業を再構築するなどのアドバイスに努めます。

７．令和８年産米の生産目標（生産の目安）について

（１）国の生産目標（生産の目安）

10月末に国から公表された「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」（以  

下「基本指針」という。）において、令和８／９年（令和８年７月から令和９年６

月末まで）の主食用米等需要量の見通しを踏まえ、令和８年産米における主食用米

等生産量の目安は、711 万トンと示されました（表１）。これにより令和９年６月

末在庫数量は、215～245 万トンと見込まれています。

出典：「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」（10 月 31日公表）

表１ 令和８/9年の主食用米等の需給見通し　(万ﾄﾝ）
玄米ﾍﾞｰｽ

R8年6月末民間在庫量 A 215～229
R8年産主食用米等生産量 B 711
R8/9主食用米等供給量計 C=A+B 926～939
R8/9主食用米等需要量 D 694～711
R9年6月末民間在庫量 E=C-D 215～245

R
8
/
9
年
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（２）令和７年産米の生産実績

本県では、令和６年産までは生産の目安に対して、生産実績が下回る傾向でした

が、令和７年産米では、飼料用米等から主食用米への転換が進んだことにより、生

産数量は令和７年産米の生産の目安よりも６％、令和６年産実績よりも 11％の増

産となりました（表２）。

（３）令和７年産米の集荷、供給状況および令和８年産米の需要量

京阪神の卸等は、より近郊の産地の主食用米を集荷したい意向があり、近江米

の引き合いは強いが、米価の上昇や流通が多様化し、集荷業者等に米が集まりづら

く、卸等が求める近江米の数量を供給できていない状況となっています。

令和８年産について卸等が求める近江米を供給していくためには、令和７年産米

を上回る生産が必要な見込みです。

（４）令和８年産米の作付拡大可能面積、生産量の推計

需要に応じて作付されている各品目毎の作付は継続するものとし、その上で麦の

播種前契約で減じた面積や、地域内流通で結びつきのない飼料用米について、令和

８年産米の作付け拡大が可能な面積として、下記のとおり推計しました。

①麦の播種前契約減少面積（＝水稲作付可能）   620 ha
②飼料用米転換可能面積（地域内流通除く）     361 ha
③転換可能面積             ①＋②  981 ha
④令和 7年産米の生産の目安          28,516 ha                          

                           ↓

     ⑤合計  ③＋④ 29,497ha

  29,497ha×519kg/10a（平年単収）＝153,089,430kg≒153,000 トン

（５）令和８年産米の生産目標(生産の目安)

国からは需要に応じた生産が示される中、本県では、京阪神の卸等に必要な近江

米の数量を供給できていない状況にある一方で、主食用米以外の作物の需要に基づ

く継続した生産も必要なことから、令和８年産米の県全体の作付面積を令和７年産

実績とほぼ同等の 29,497ha とし、生産の目安は 153,000 トンと設定とします。
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表２ 令和８年産米の生産目標（生産の目安）

滋 賀 県 全 国 参考

数量

(トン)

A

面積換算値

(ha)

数量

(万トン)

B

滋賀県シェア

（％）

A/B

令和６年産米

生産目標
146,100 28,205 669 2.16

令和６年産米

生産実績
141,700 27,400 679 2.09

令和７年産米

生産目標
148,000 28,516   683※１ 2.16

令和７年産米

生産実績…①
  157,000※３ 29,300   747※３ 2.10

令和８年産米

生産目標…②
153,000 29,497 711※２ 2.15

比較 ②－①

（②／①）

-4,000

（97％）

＋197

（101％）

-36

（95％）
－

※１令和７年産の全国の値は当該前年10月に公表された基本指針における「主食用米等生産量」

※２令和８年産の全国の値は本年10月末に公表された基本指針における「主食用米等生産量」

※３令和 7年産米実績の値は本年の11月 18日公表された数値

８．令和８年産米の市町農業再生協議会別の生産目標（生産の目安）の算出

県全体の生産の目安の考え方を踏まえ、令和７年産の生産の目安をベースに各

品目の実需者との契約を踏まえ算出しました。具体的には、市町毎の令和７年産米

の生産の目安の面積換算値に、飼料用米、麦からの転換可能面積を加え算出しまし

た。

なお、令和８年産米の市町農業再生協議会別の生産目標（生産の目安）は別紙

１のとおりです。
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（別紙１）

大 津 市 5,786,000

草 津 市 4,060,000

守 山 市 5,795,000

栗 東 市 2,025,000

野 洲 市 7,209,000

湖 南 市 2,059,000

甲 賀 市 12,816,000

近 江 八 幡 市 13,710,000

東 近 江 市 26,907,000

日 野 町 5,688,000

竜 王 町 4,444,000

彦 根 市 7,938,000

愛 荘 町 4,572,000

豊 郷 町 1,338,000

甲 良 町 2,005,000

多 賀 町 1,291,000

長 浜 市 23,963,000

米 原 市 6,783,000

高 島 市 14,822,000

滋賀県 153,000,000 153,000,000

令和８年産米の市町農業再生協議会別生産目標（生産の目安）

市町農業再生協
議会名

令和８年産米
の生産目標

(生産の目安)
（kg）

市町農業再生協議会別
米の生産目標

（生産の目安）

（kg）※1.2
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（別紙１の参考資料）

うち　麦播種前契約
減少試算面積

（7年産実績×0.08）
（ha）

うち　飼料用米転換
可能試算面積

（7年産実績×0.6）
（ha）

大 津 市 5,786,000 499 1,160 2 13 1,144

草 津 市 4,060,000 529 767 13 0 754

守 山 市 5,795,000 535 1,083 33 15 1,035

栗 東 市 2,025,000 517 392 5 0 386

野 洲 市 7,209,000 530 1,360 50 8 1,302

湖 南 市 2,059,000 514 401 7 1 392

甲 賀 市 12,816,000 507 2,528 24 24 2,480

近 江 八 幡 市 13,710,000 540 2,539 88 13 2,438

東 近 江 市 26,907,000 534 5,039 142 43 4,854

日 野 町 5,688,000 516 1,102 10 26 1,066

竜 王 町 4,444,000 537 828 22 27 779

彦 根 市 7,938,000 526 1,509 40 7 1,462

愛 荘 町 4,572,000 529 864 22 11 831

豊 郷 町 1,338,000 526 254 9 0 245

甲 良 町 2,005,000 531 378 19 0 359

多 賀 町 1,291,000 505 256 8 0 248

長 浜 市 23,963,000 500 4,793 87 35 4,671

米 原 市 6,783,000 492 1,379 22 25 1,332

高 島 市 14,822,000 503 2,947 17 111 2,819

滋賀県 153,000,000 153,000,000 519 29,497 620 361 28,516

※１）農業者以外の数量含む。

※２）３）各地域協議会別の生産目標の合計は四捨五入のため合計が県目標とは異なる。

令和８年産米の市町農業再生協議会別生産目標（生産の目安）

市町農業再生協議会別
米の生産目標

（生産の目安）

（kg）※1.2

市町農業再生協
議会名

令和８年産米
の生産目標

(生産の目安)
（kg）

補正基準
単収

（kg/10a）
※４

令和８年産
米の生産目標

（生産の目安）
面積換算値

（ha）※3,5

令和7年産生産目
標

（生産の目安）
面積換算値

（ha）

※４）「補正後の市町村別合理的な単収」は、「市町村別収量の直近７年の中庸５年」に「統計補正係数」を乗じて算出。

※５）7年産の生産の目安をベースに各品目の実需者との契約を踏まえ、市町毎に下記の①＋②＋③の合計値とした。
①令和７年産米の生産の目安面積
②市町毎の麦からの転換可能な面積（麦播種前契約減少試算面積（7年産実績×0.08））
③飼料用米からの転換可能な面積（飼料用米転換可能試算面積（7年産実績×0.6））


